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Ⅰ C0g 独立行政法人 NEDO における研究加速のマネジメント 

0 山田宏之， 刀 、 mp 樹弘 (NEDO) 

] . はじめに 

] . 1  独立行政法人化 

NEDO ( 独立行政法人 新 エネ、 ルギー・産業技術総合開発機構 ) は、 国の資金を財源とし、 産業技 

術、 エネ、 ルギー・環境技術に 関する研究開発プロジェクトのマネ、 ジメントを主な 業務とする独立行政 

法人であ る。 昭和 55 年に新エネルギ 一に関する技術開発を 中目的とする 特殊法人として 設立された 

が、 より高度なマネジメントの 提供を目指し、 平成 1 5 年 1 0 月 1 日に独立行政法人として 新たな 一 

歩を踏み出した。 

1 . 2  目的と対象範囲 l Ⅰ   

経済産業大臣が 策定し NEDCN に指示 シーズ探索のための 出 ロイメージを 念頭においた 即効的な経済活性化を 

する中期目標では、 「我が国産業競争力 
提案公募事業 ハイリスク・ 中長期の 実現する 

( 大学・公的研究機関 ) プロジェクト 実用化・企業化促進 

の 源泉となる産業技術について、 将来の 
3 事業を適切に 組み合わせて 推進 

産業において 核 となる技術シーズの 発 

掘 、 産業競争力の 基盤となるような 中長 産業競争力強化、 経済の持続的発展、 
期的 プロジェクト、 及び実用化開発まで ェ杓坤 ・円環境問題解決への 貢献 

の 各段階の研究開発を、 産学官の総力を 

結集して高度なマネ 、 ジメント能力を 発 研究開発成果の 権 利化 産業技術人材養成 
広報・情報発信 の 推進 

揮 しっ っ 実施することにより、 新技術の 
知的財産化、 固 捺棟準 確立等 若手研究者助成、 フェローシップ   

市場化を図ること」を 求めている。 プロジェクトの 実施を通じて 推進 

NED0 は、 研究開発関連事業を「 、 ン 図 l  NED0 研究開発関連事業推進の 考え方 

一ズ 探索のための 提案公募事業」、 「出口 

イメージを念頭においたハイリスク・ 中長期のプロジェクト」、 「即効的な経済活性化を 実現する実用 

化・企業化促進事業」に 大別し、 それぞれを適切に 組み合わせて 進めていくことで、 全体としての 成 

果を挙げることを 目指す。 
  

本 報では、 技術シーズの 探索 ( 提案公募事業 ( 大学等向け )) から研究開発成果の 創出 ( ハイリスク   

中長期のプロジェクト ) までの研究開発マネ 、 ジメントサイクルの 加速化の検討と、 新たに導入する N 

EDO の研究開発マネ 、 ジメント手法について 報告する。 

2. 研究開発マネ 、 ジメントの制約条件の 変 イヒ 

独立行政法人化により、 NED0 の研究開発マネジメントに 関する制約条件は 大きく変わった。 以 

下 に主な事項を 列挙する。 

2. 1  「事双統制」から「事後評価」 へ 

特殊法人 NEDO においては、 予算及び事業について 主務大臣の「認可」が 毎年度必要であ った。 

独立行政法人制度においては、 国の事前統制が 大幅に緩和されている。 ;'. 主務人臣の指示する 中期 [l 
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標 (NEDO については 4 年半での達成目標を 提示 ) に対して作成する 中期計画について、 主務大臣 

の認可を必要とするが、 原則、 その間の事業運営については 関与しない。 その達成度ほついては 事後 

厳しく評価されるが、 法人としての 責任と権 限が明確になり、 より機動的なマネジメントが 可能とな 

った。 また、 これまで、 債務負担行為は 認可予算の範囲内とされていたが、 予算の認可を 要さないた 

め 、 後段で述べる 複数年度に 亘る 契約も可能となった。 

2. 2  運営費交付金 

独立行政法人を 特徴づけるものに、 運営費交付金という 予算があ る。 事業毎に交付され、 事業目的 

外の使用を制限されている「補助金」とは 異なり、 その使途は独立行政法人の 裁量で決定でき、 臨機 

応変な執行が 可能であ る。 

事前統制の緩和と 運営費交付金の 導入により、 事業の前倒し 実施 や 、 柔軟な変更、 中止事業財源の 

他事業への特配分等が 可能となった。 

3  N 三 DO 制度利用者の 意識を反映し   
た マネ 、 ジメント 

3. 1  実施者採択プロセスにおける 業務 

改善の要望 

NED0 事業の実施者採択プロセスに 
モ 五期㎜の 短箱   挺出田領の 佑帝化 

おける業務改善に 関して、 アンケートを 実 
施した。 回答は選択式で、 対象はプロジェ 公コ 舟間の 延丑 

クト理研究開発事業 ( 委託契約型 )                                                           

者であ る。 

要望の第 1 位は応募書類の 簡素化、 第 2 
その他 

拉 が審査期間の 短縮となっている。               150 200 250       350       450       

この結果を踏まえ、 改善を検討中であ る 図 2  公募～採択プロセスにおける 改善要望 

が 、 審査期間の短縮については、 ①競争的 選択式、 複数回答化 
資金については、 「公正かつ透明性が 確保 回答者 : 企業、 有効回答者数 : 1, 0 2 3 
された評価 ( 採択審査 ) システムを確立す 

ること」 [2] を総合科学技術会議が 求めていること、 ②応募件数がテーマ 公募型とプロジェクト 型では 

大きく異なること、 ③決定済みの 基本計画と提案書の 適合を評価するプロジェクト 型と応募案件すべ 

ての優劣を比較するテーマ 公募型では、 評価の難易度が 異なること、 ④テーマ公募型では、 広範な分 
野の応募があ るため、 審査委員の選定に 時間を要すること、 等の理由により、 プロジェクト 型 とテ一 

マ 公募型の公募では 異なる努力目標を 設定することとした。 

3. 2  N 三 DCN 事業応募に要する 期間 

前項と対象を 同じくする別のアンケートで、 NED0 研究開発事業に 応募するまでに 要する期間を 

調査した。 

テーマ公募型、 プロジェクト 型 ( 基本計画、 目標等を NEDO が提示 ) とも、 半数以上が 6 ケ月 未 

満で参加を決定できるとしており、 大学・独立行政法人においては、 5 9% が 3 ケ 月末満で決定可能 

としている。 技術シーズが 常に生まれているとすれば、 大学・独立行政法人を 対象とする制度におい 

て、 制度への参加機会 ( 公募 ) が年 1 回では、 その技術シーズを 適切に育成するには 十分でないこと 

になる。 そこで、 大学等を対象とする 技術シーズ探索を 目的としたテーマ 公募型の研究開発制度にお 
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図 3  NEDO 事業応募に要する 期間 図 4  NED0 事業応募に要する 期間 
( 回答者 : 企業、 有効回答数 : 4 2 6) ( 回答者 : 大学等、 有効回答数 : 2 9) 

いては、 年間複数回の 採択機会を設けることとした。 

4. 加速化を動機付ける 制度設計 
前章で論じたマネジメントは、 加速化を阻害する 要因の排除が 主であ った。 加速化を促進するもの 

として、 実施者における「加速化」の 動機付けも重要であ る。 

これまで、 「成果を出す」動機付けとしていたのは 評価制度であ る。 中間評価 (5 年間の事業であ れ 

ば 3 年目に実施。 ) の結果によっては、 事業を縮小、 中止することになっている。 今後の NED0 にお 

いては、 さらに、 「早く成果を 出す」動機付けをすることで、 より効率的な 成果創出を目指す。 

4. ]  加速財源 

運営費交付金による 効率的な事業配分により「加速財源」を 確保し、 事業の進捗や 成果創出の状況 
に 応じて、 新規テーマ実施等の 増額契約に充てる。 これまでは、 事業の進捗が 著しくても、 翌年度予 

算もしくは補正予算を 待たなくてはならなかった。 また、 補助事業の目的を 逸脱する内容であ れば、 

たとえ当該事業の 成果であ っても、 予算を充てることはかなれなかったが、 運営費交付金財源の 活用 

により、 可能となった。 

さらに、 加速財源を新規事業立ち 上げに活用することが 可能となれば、 事業の大幅な 前倒し実施が 

可能となる。 これまでは、 事業の企画から 予算要求、 計画立案、 公募、 採択、 契約までに 約 1. 5 年 

もの期間を要していたが、 研究計画が固まり 次第、 事業を立ち上げることも 可能となる。 

4. 2  複数年度契約におけるマイルストン 管理 

「認可」の緩和、 運営費交付金予算の 導入により、 複数年度に 亘る 契約を締結することも 可能とな 

った 。 [3, しかしながら、 NEDO の予算も国家予算に 依存している 以上、 その予算は無制限ではない。 

そこで、 初年度の予算を 上限とした 2 年目充当分を 初年度の 7 0% 、 3 年目充当分を 初年度の 5 0 拷 

を上限と設定した。 実際に研究開発を 行うには不足するので、 適切な時期に 増額するのであ るが、 こ 

の際に事業の 進捗度合いを 確認し、 増額の是非を 判断するマイルストン 管理 [ 。 ] の導入を検討する。 複 

数年度契約においては、 年度毎の成果管理ではなく、 事業毎にマイルストンを 設定できるため、 より 

効率的なマイルストン 管理が可能であ る。 このマイルストンの 達成を増額の 条件とすることで、 実施 

者 側に「早く成果を 出す」動機付けを 図る。 また、 NEDO 側にも予算獲得努力等の 動機付けとなり   

効率的なマネジメントが 期待できる。 
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5. おわりに 

独立行政法人化に 伴う制度の制約条件の 変化、 制度利用者の 意識の把握、 研究開発加速の 動機付け 

ほ ついて検討を 行い、 NED0 の研究開発マネ 、 ジメントサイクルを 加速するために 導入すべきマネ 、 ジ 

メント手法を 開発した。 各マネ 、 ジメント手法とその 実施状況を表 1 に示す。 

表 1  研究開発加速のためのマネ 、 ジメント 

具体的マネ 、 ジメント 効果等 実施状況 

技術シーズ探索の テーマ公募型事業におけ 新鮮な技術シーズを 速 中期計画に記載 済 

迅速化 る 随時受付、 複数回採択 やかに育成支援 

事業における 実施 審査期間の短縮 

者 採択プロセスの 公募の前年度開始 事業の前倒し 実施 準備中 

前倒し実施、 期間短 公募の一月前周知 提案における 十分な準 中期計画に記載 済 

縮 備 期間の確保 
完成度の高い 提案 嘗め 

作成 づ 審査期間の短縮 

応募書類の簡素化 審査期間の短縮 検討中 

審査期間の短縮 事業の早期開始 中期計画に記載 済 

提案公募型 9 0 日 

プロジェクト 型 4 5 日 

事業実施中の 加速 加速財源制度の 導入 

年度中においても、 進捗 実施者における 研究如 実施に向け制度設計十。 

や 成果によっては 追加 速の動機付け 

予算を充当 

新規テーマの 採用 成果の迅速なフォロー 検討中 

アップ 

複数年度契約の 導入 

年度を跨ぐ機器の 発注 年度末・初の 事業停滞を 中期計画に記載 済 

や 前倒し実施を 可能と 解消 

する 

マイルストン 管理によ 実施者における 研究 加 検討中 

る 増額 速の動機付け 
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